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１． 日米建設協力フォーラム

今回の特別レビュー会合は，「日米建設協力フ

ォーラム」の実施状況の点検を主な目的として開

催されたものである。そこで，１９９９年１０月２２日，

東京都港区虎ノ門パストラルにおいて開催され

た，「日米建設協力フォーラム」の実施結果につ

いて，触れておきたい。

本フォーラムには，総合建設業者，建設コンサ

ルタント，建築設計事務所から，日本企業３３社，

米国企業１７社の計５０社が参加した。また，オブザ

ーバーとして，日米両国政府と関係業界団体が参

加した。

総合建設業者，建設コンサルタント，建築設計

事務所すべての企業が参加する全体会合が実施さ

れた後，各業態別に三つのグループに分かれて，

業態別ダイアローグが行われた。

全体会合では，建設省の風岡建設経済局長の挨

拶，在日米国大使館キダー公使による挨拶（米国

商務省アーロン通商担当次官からのメッセージも

紹介）が行われ，続いて（財）建設経済研究所小沢

常務理事による「日本の建設市場の国際化の経緯

と現状」についての発表および質疑が行われた。

各ダイアローグにおいては，米国企業が自社の

技術力，経営管理能力，業務経験等の説明，紹介

を行った後，日米企業の協力（JV，設計共同体

等）の成功事例の紹介，成功要因の検討など，建

設産業分野における協力に関する情報・意見の交

換を行った。

懇親パーティーでは，建設省小野建設事務次

官，キダー公使および（社）日本建設業団体連合会

平島副会長（大成建設社長）の挨拶の後，各出席

者が精力的に意見交換を行い，本フォーラムは盛

況のうちに終了した。

フォーラム終了後実施したアンケート調査によ

れば，８６％の日米企業が「今回のフォーラムによ

り相手国企業に対する理解が大変深まった，やや

深まった，深まる契機になった。」と回答してお

り，また，８０％の日米企業が，今回のフォーラム

のような会合を継続して行うことを希望してい

る。

２． 日米建設「行動計画」特別レビュー会
合の概要

� 開催の経緯

１９９９年（昨年）７月，日米建設「行動計画」レ
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ビュー第５回年次会合が東京において開催され

た。このレビュー会合においては，�日米両国の

企業が，おのおのの優れた技術をもち寄って，JV

の成功事例の検証や企業間の素直な意見交換を行

う「日米建設協力フォーラム」を開催すること，

�建設省において混合発注を導入すること，�フ

ォーラムの実施状況等を点検するため，次官・局

長級のレビュー会合を２０００年早期に開催するこ

と，の３点について日米間で合意したところであ

る。

この３番目の合意に基づき，今回の日米建設

「行動計画」特別レビュー会合が開催されること

となった。

� 日程，出席者等

米国ロス・アンジェルスにおいて，２０００年１月

１１日（火）および１２日（水）の両日，課長級会合

が行われ，１月１３日（木）に次官・局長級会合が

行われた。

課長級会合では，米国側は，商務省ヴァルゴア

ジア太平洋担当次官補代理（前回まではシアリン

グ次官補代理）を議長として商務省，国務省，在

京米国大使館員が出席した。日本側は，外務省羽

田北米第二課長を議長として，建設省中島建設業

課長，望月技術調査室長ほか，内閣外政審議室，

文部省，厚生省，農林水産省，運輸省，郵政省の

各省庁が出席した。

次官・局長級会合では，米国側は，商務省のア

ーロン通商担当次官を議長とし，また日本側は，

外務省大島経済局長を議長として，建設省風岡建

設経済局長，佐藤技術審議官，運輸省深谷航空局

次長ほかが出席した。

� 会合の内容

今回の会合では，「行動計画」の実施状況や，

大型公共工事への参入機会等に関する措置

（MPA）に係るプロジェクトの実施状況，日米建

設協力フォーラムの実施状況が取り上げられたほ

か，「行動計画」の運用面での改善に向けて，議

論を行った。

� わが国の公共工事市場への外国企業参入実績

日本の公共工事市場への米国企業の参入実績が

依然低水準であると不満をもつ米国側に対して，

日本側は，「行動計画」策定以来，わが国は公共

事業の入札・契約手続の透明性・客観性・競争性

を高めるため「行動計画」を着実に実施してきて

いること，また「行動計画」の目的は，手続の改

善であり，結果を保証するものではない旨改めて

説明した。

ちなみに，１９９９年の４月から１１月において，国

・政府関係機関が一般競争入札で発注した工事

（「行動計画」基準額以上の工事）は４０２件，約７，４００

億円。このうち外国企業の受注は，６件，４０億８，１００

万円となり，昨年同期の２件，約２１億円を大幅に

上回っている。さらに，一般競争入札以外の方法

による調達を合わせると，８件，約４６億円にな

る。

また，公募型方式・簡易公募型方式で発注した

設計・コンサルティング業務（「行動計画」およ

び同運用指針基準額以上の設計・コンサルティン

グ業務）は，８０件，約５０億円。このうち外国企業

の受注は４件，約１億３，３００万円となり，昨年同

期の２件，約９，７００万円を上回っている（表―

１）。

なお，参考として上記の「行動計画」対象工事

に，MPA，地方公共団体WTO対象工事，「行動

計画」基準額未満の工事を加えると，１９９９年４月

から１１月までの外国企業の受注は７０件，１０７億

６，７００万円（うち米国企業の受注は，３２億８，３００万

円）となる。

このように，「行動計画」の着実な実施によ

り，わが国の公共事業市場への外国企業の参加機

会は増大しており，外国企業の受注実績は確実に

増加している旨説明した。

� ２０００年度「日米建設協力フォーラム」の開催

昨年１０月に開催された「日米建設協力フォーラ

ム」については，日米双方から高い評価を受けて

いること，フォーラム以降早くも日米企業間での

協力関係が生まれており，受注に成功した日米企

業 JVがあることを日本側から説明し，米国側も

これを評価した。

２０００年度の第１四半期に，「日米建設協力フォ
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表―１ 「行動計画」実施状況調査（平成１１年４月１日から１１月３０日）

１． 工 事

（a） 一般競争入札による調達の総括表

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

競争参加資格確認申請書提出

／ 入札に参加した件数

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 ３２３ ２０（２９） ／ １８（２４） ４（４） ４２４，６８４ ２，４３６

政府関係機関 ７９ ７（１１） ／ ７（１１） ２（３） ３１６，８１９ １，６４５

合計 ４０２ ２７（４０） ／ ２５（３５） ６（７） ７４１，５０３ ４，０８１

（a―１） 単体発注

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

競争参加資格確認申請書提出

／ 入札に参加した件数

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 １６９ １０（１２） ／ ９（１０） ０（０） １８３，７２４ ０

政府関係機関 ０ ０（０） ／ ０（０） ０（０） ０ ０

合計 １６９ １０（１２） ／ ９（１０） ０（０） １８３，７２４ ０

（a―２） 混合発注

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

競争参加資格確認申請書提出

／ 入札に参加した件数

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 ２１ ０（０） ／ ０（０） ０（０） ４３，４０４ ０

政府関係機関 ４３ ５（５） ／ ５（５） １（１） １３６，２７０ １，０６７

合計 ６４ ５（５） ／ ５（５） １（１） １７９，６７４ １，０６７

（a―３） 共同企業体発注

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

競争参加資格確認申請書提出

／ 入札に参加した件数

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 １３３ １０（１７） ／ ９（１４） ４（４） １９７，５５６ ２，４３６

政府関係機関 ３６ ２（６） ／ ２（６） １（２） １８０，５４９ ５７８

合計 １６９ １２（２３） ／ １１（２０） ５（６） ３７８，１０５ ３，０１４

（b） 一般競争入札方式以外で外国企業が受注者となったもの

総件数 総調達額（百万円）

国 １（１） ４１０

政府関係機関 １（１） １６６

合計 ２（２） ５７６
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２． 設計・コンサルティング業務

（a） 公募型方式（簡易公募型方式を含む）による調達の総括表

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

関心表明

／ 入札または提案書提出

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 ５７ １２（１６） ／ ４（７） ２（２） ３，８６０ ７８

政府関係機関 ２３ ３（７） ／ ２（６） ２（２） １，１５４ ５５

合計 ８０ １５（２３） ／ ６（１３） ４（４） ５，０１４ １３３

（a―１） 単体発注

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

関心表明

／ 入札または提案書提出

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 ３４ １（１） ／ ０（０） ０（０） １，８１６ ０

政府関係機関 １７ １（１） ／ ０（０） ０（０） ９２１ ０

合計 ５１ ２（２） ／ ０（０） ０（０） ２，７３７ ０

（a―２） 混合発注

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

関心表明

／ 入札または提案書提出

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 ２０ ９（１０） ／ ３（４） １（１） １，７２７ ６３

政府関係機関 ６ ２（６） ／ ２（６） ２（２） ２３３ ５５

合計 ２６ １１（１６） ／ ５（１０） ３（３） １，９６０ １１８

（a―３） 共同企業体発注

総件数 総調達額（百万円）

うち外国企業（企業数）

関心表明

／ 入札または提案書提出

うち外国企業が

受注者となったもの

うち外国企業

の受注分

国 ３ ２（５） ／ １（３） １（１） ３１７ １５

政府関係機関 ０ ０（０） ／ ０（０） ０（０） ０ ０

合計 ３ ２（５） ／ １（３） １（１） ３１７ １５

（b） 公募型方式以外で外国企業が受注者となったもの

総件数 総調達額（百万円）

国 １ ２５

政府関係機関 ０ ０

合計 １ ２５
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ーラム」を開催することを日米間で確認した。具

体的な形式，内容については，今後，事務的に詰

めていくこととした。

� CMの具体的検討の実施

前回の日米建設「行動計画」レビュー第５回年

次会合において，米側は PM・CMのモデルプロ

ジェクトの実施を強く求めてきた。

これに対し，日本側が２０００年度に日本の公共事

業におけるCMの実現可能性，実施上の課題等

について検討を行うことを提案し，米国側もこれ

を評価した。検討に際しては，外国企業を含めた

関係各方面の意見聴取を行うこととした。

� JV３社ルール

米国側は，本措置が米国企業の日本の公共事業

市場への参入を妨げているとして，３社ルールの

撤廃，あるいは外国企業に対する特例措置の導入

を求めた。

これに対し，日本側は競争性と効率性を確保す

るため（受注機会の配分と誤解を招くような特定

JVの排除，施工の効率性の確保）に JV構成員

数の制限は不可欠である旨再度説明した。

� レビュー会合の継続問題

「行動計画」レビュー会合の根拠である１９９４年

１月の日米間の交換書簡（「栗山・ブラウン書

簡」）によれば，レビュー会合は１９９９年度末まで

開催され，１９９９年度末に両国政府がレビュー会合

の継続が必要か否かについて決定することとなっ

ている。今回の特別レビュー会合において，日本

側から，問題があれば個別に対応することで十分

であり，２０００年度以降レビュー会合を継続する必

要はないと考える旨正式に申し入れた。

一方，米国側はレビュー会合の継続は必要と考

えており，１９９９年度の実績が出る本年６月頃に１９９９

年度の実績についてのレビュー会合を開催し，そ

の時点で会合の継続について決定すべきであると

主張した。

本案件については，引き続き年度末まで，協議

していくこととなった。

（参考）

１９９９年９月３０日現在，日本において建設業許可

を取得している外国企業は６７社である（表―

２）。

表―２ 外国法人・外資系日本法人の建設業許可取得状況（国別）

平成１１年９月３０日現在

外国法人 外資系日本法人 合 計

米 国 ８ ２２ ３０

韓 国 ８ １ ９

ドイツ ０ ６ ６

オランダ １ ５ ６

スイス ０ ５ ５

スウェーデン ０ ４ ４

フランス １ １ ２

イギリス ０ ２ ２

中 国 ０ １ １

フィンランド ０ １ １

シンガポール １ ０ １

合 計 １９ ４８ ６７

（注） 外資系日本法人とは、外国法人が資本金の５０％以上を出資してい

る日本法人をいう。
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